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多摩市の環境に対する取組の経緯と 

環境に関する取組みの計画について記載しています。 

第１章 

環境問題への取組み 
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１．環境に関する取組みの経緯 

  多摩市は、計画的な開発により発展してきた経緯もあり、他のまちに比べ良好な環境に恵まれ、み

どりの多さは都内有数といえます。また、昔ながらの多摩の面影を残す雑木林や田畑、街道筋の風景

などの歴史文化を感じさせるものも残されています。 

  しかし、ごみ問題や生活環境問題など、地域の環境だけでなく、地球環境への配慮も含めた課題が

あるため、全市をあげた取組みが求められるようになっています。 

  これまで市では、環境への取組みの基本方針である基本計画を策定し、刻々と変化する環境問題へ

対応するため、随時見直しを行ってきました。また、令和２年６月には、多摩市と多摩市議会が共同

して「多摩市気候非常事態宣言」を行いました。 

 

〇多摩市みどりと環境基本計画と関連計画との体系図 
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２．環境に関する取組みのためのプラン 

（１）多摩市みどりと環境基本計画 

  多摩市では、「環境の保全、回復及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及

び将来にわたって市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保すること」

を目的に、右に示す３つの基本理念を掲げ、平成 10 年に「多摩市環境基本条例」（以下「環境基本条

例」という。）を制定しました。 

  この環境基本条例の基本理念を実現していくための方針や方策等を具体的に展開した計画が、「多摩

市環境基本計画」（以下「環境基本計画」という。）であり、環境基本条例第８条に基づき策定してい

ます。 

  環境基本計画は、平成 13 年 12 月に策定してから 10 年が経過したことから、計画の達成状況や近

年における環境を取り巻く課題や市民意見等を踏まえ、市民、市民団体、事業者、市等が協働して取

り組む計画として、平成 24 年６月に策定しました。 

  その際、環境基本計画と関連性が深く、同時期に策定した「多摩市みどりの基本計画」との統合を

図り、「多摩市みどりと環境基本計画」（以下「みどりと環境基本計画」という。）として策定しました。 

  本書は、施策の進捗状況について、環境基本条例第７条の規定に基づき報告するものです。 

  令和５年度における施策の取組み状況の評価・点検の結果については、第２章及び第３章に記載し

ています。 

  次項以降では、みどりと環境基本計画の基本理念と目標をご紹介します。 

  計画の基本事項や取組み等の詳細については、「多摩市みどりと環境基本計画」の冊子などをご参照

ください。 

 

「多摩市みどりと環境基本計画」は市内各図書館、行政資料室、市公式ホームページで 

ご覧いただけます。 
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（２）みどりと環境基本計画の基本理念と「めざす環境像」 

  環境基本条例に定めている、多摩市がめざす環境の考え方＝基本理念を、３つのＷＡ（わ）に置き

換え、「計画の基本理念」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

環境基本条例の基本理念 

① 環境の保全等は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とす

る良好な環境を確保し、これを将来の世代へ引き継いでいくことを目的と

して行わなければならない。 

   ⇒ 良好な環境の確保（健康、安全・快適）、継承 

② 環境の保全等は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発

展が可能な社会を構築することを目的として、全てのものの積極的な取組

みと相互の協力によって行わなければならない。 

   ⇒ 自然との共生、循環、相互協力 

③ 地球環境の保全等は、すべての事業活動及び日常生活において推進され

なければならない。 

   ⇒ 身近なところからの行動 

みどりと環境基本計画の基本理念 

①調和（和
W A

のまちづくり） 

②循環（環
W A

のまちづくり） ③協働（輪
W A

のまちづくり） 

環境への負荷の少ない循環と調和を基調とした社会を 
みんなでともに創り継承していくこと 
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 「計画の基本理念」をイメージ化したのが、多摩市がめざす環境像『循環と調和のまちみ

んなで創る多摩 －和（WA）と環（WA）と輪（WA）のまちづくり－』です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つたの葉は、本市の形をデザイン化しています。 
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（３）計画期間 

  平成 13 年に 30 年後を展望して策定した環境基本計画の「環境像及び基本目標、長期目標」をもと

に、その実現に向けた第二次計画として、平成 24 年度から令和３年度の１０年間を計画期間と位置付

けています。 

  また、社会経済情勢や環境を取り巻く状況の変化、第５次多摩市総合計画基本計画の改訂等に対応

するため、５年ごとに見直しをすることとしています。 

  なお、令和４年度に計画の策定を行う予定でしたが、令和２年６月に行った多摩市気候非常事態宣

言を受け、まずは市民とともに、ライフスタイルの転換や、気候問題の解決に向けて協働の基盤を作

ることに注力するため、計画の策定を２年間延期することとしました。 

 

（４）計画の対象範囲 

  多摩市におけるみどりなどの自然環境分野、身近な暮らしの安全安心に関わる生活環境分野、地球

環境にも関わりのあるエネルギーや CO2 などの地球環境分野、環境にかかる教育や活動、情報の提供

に関する環境情報分野の４分野について、私たちを取り巻く環境全体を対象範囲とし、総合的に取り

組んでいます。 

 

   【自然環境分野】みどり、水辺環境、生物、歴史文化 など 

   【生活環境分野】公害、まち美化、景観 など 

   【地球環境分野】エネルギー、水循環、ごみ など 

   【環境情報分野】環境教育、環境学習、環境情報提供 など 
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（５）計画の目標 

環境基本計画で設定した 30 年後を見据えた長期目標は、本計画の施策との関連性やわかり 

やすさに配慮し、以下のような４分野（カテゴリー）別に再整理しました。 

今後 20 年でめざす長期目標を以下のように設定しました。 

長期目標 
 

 本計画の施策との関連性や分かりやすさに配慮し、今後 20 年でめざす長期目標を以下の

ような 4 つの分野（カテゴリー）別に整理しました。 
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短期目標 

計画期間の 10 年でめざすべき目標を「短期目標」とし、さらに、この短期目標をもと

に、実施する施策の方向性を「施策方針」として設定しました。 

短期目標や施策方針は、計画の進捗状況や効果を把握する管理指標の対象となるもので

す。 

 

 本計画期間の 10 年でめざすべき目標を「短期目標」として設定しました。この短期目標を

もとに、実施する施策の方向性を「施策方針」として設定しました。 

 短期目標や施策方針は、計画の進捗状況や効果を把握する管理指標の対象となるものです。 
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３．協働による取組みの推進 

  多摩市では、高齢化が急速に進行しています。それに伴い、市税の減少や福祉関連経費の増加とと

もに、多摩ニュータウン事業で整備された高水準の都市基盤や公共施設の老朽化に伴う更新など、財

政面で大きな課題を抱えています。 

  こうした背景のなか、地域の多様なニーズや課題に対応した、環境に関するきめ細やかな施策を、

着実に具体化し持続的な地域づくりを進めていくためには、協働の視点が不可欠です。そのため、み

どりと環境基本計画では、施策を展開する前提として、市・市民（市民団体等）・事業者との協働を掲

げています。 

 

協働の取組みイメージ 

 


